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2025 年 11 月 22 日 

法政大学法科大学院・2026 年度入学予定者サポートプログラム第３回 

憲法（法学未修者対象：２限目） 

 
統治機構の基本問題～選挙をめぐる憲法裁判～ 

 

担当：日野田浩行 
 

【検討内容について】 
１ サポートプログラム第３回・憲法の２限目の授業は、「統治機構の基本問題」というタ

イトルのもとお話をすることにしています。ただ、もちろん統治機構論すべての分野を

扱うわけにはいきませんので、重要なテーマの一つである違憲審査制が実際にどのよう

に運用されているか、具体的な憲法裁判の通じてみていくことにしたいと思います。 

素材としては特に選挙権の平等に関わる裁判を取り上げます。選挙権自体は、もちろ

ん重要な「憲法上の権利」ですが、選挙権の保障は、自由権の保障と異なり、一定の制

度を整える必要がありますので、かかる制度化のあり方をめぐって、立法府の判断と裁

判所の判断がどのように交錯するかという視点から、投票価値の較差の合憲性について、

最高裁判所がどのような判断枠組みを用いて判断を行っているのか、解説していきたい

と思います。 

２ 投票価値の較差をめぐる司法審査の判断枠組みに関しては、まずは衆議院議員選挙に

関する昭和５１年４月１４日の最高裁判所大法廷判決を確認する必要があります（参議

院議員選挙については、また少し違った要素も検討の対象となります）。同判決文は「裁

判所 COURTS IN JAPAN」のトップページ（http://www.courts.go.jp/）から、「裁判所情

報」のタブを開いて検索することが可能ですが、皆さんはこれから法科大学院の学生と

して法律学を学んでいくわけですから、せっかくなので、正式の判例集に当たってみる

のもいいと思います。特に、法学部がある大学では、図書館に正式の判例集があるはず

です。上記５１年大法廷判決は、「最高裁判所民事判例集」（「民集」と呼ばれていま

す）の第３０巻３号の 223 ページ以下に掲載されています。 

その他、法学部の学生が判例を調べる際によく利用するのが、『判例時報』と『判例

タイムズ』という判例速報的な雑誌です。上記５１年大法廷判決は、判例時報の 808 号

24 ページ以下、判例タイムズ 335 号 126 ページ以下に掲載されていますので、これらの

資料を利用するのもいいでしょう。 

また、基本書および参考書にあたって、同判決について勉強しておくのもいいと思い

ます。憲法の授業で使用する基本書は、（入学前のプレガイダンスでも説明しますが）

芦部信喜著（高橋和之補訂）『憲法[第八版]』（岩波書店・2023 年）です。上記判例お

よびその後の判例の展開については、同書の 151 ページ（第七版は p.146）から紹介され

ていますが、この問題については、149 ページ（ 第七版は p.144）から「７ 議員定数不

均衡の合憲性」という見だしで解説がありますので、そこから一応読んでおくといいで
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しょう。 

また、参考書としては、有斐閣から出版されている判例百選シリーズも、ぜひ皆さん

に揃えてほしいところです。上記昭和５１年大法廷判決は、長谷部恭男ほか編『憲法判

例百選Ⅱ[第８版]』（有斐閣・2025 年）の判例番号１４６番で取り上げられ、高田篤先

生による解説がなされています 

授業では、この昭和５１年大法廷判決をまず解説したうえで、さらに比較的新しい判

例の展開も説明できればと思います。衆議院議員選挙の、いわゆる「一人別枠方式」の

合理性が問題となった諸事例ですが、この問題に関しては、平成１１年１１月１０日大

法廷判決（民集 53 巻 8 号 1441 頁）、平成２３年３月２３日大法廷判決（民集 65 巻 2 号

755 頁）、平成２５年１１月２０日大法廷判決（民集 67 巻 8 号 1503 頁）、さらには現

行のアダムズ方式につき合憲判断を下した平成３０年１２月１９日大法廷判決（民集 72

巻 6 号 1240 頁）と、判例の展開についても見てゆく必要があります。 

これらの判決については、添付の＜資料＞に抜粋して掲載しておきますので、できる

範囲で確認しておいて下さい。 
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＜資料＞ 

Ⅰ 最大判平成１１年１１月１０日（民集第 53 巻 8 号 1441号） 

◆多数意見より（下線は引用者[日野田]が付したもの。以下同じ） 

「１ 改正公選法の一三条一項及び別表第一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の定め

（以下「本件区割規定」という。）は、前記平成六年法律第二号と同時に成立した衆

議院議員選挙区画定審議会設置法（以下「区画審設置法」という。）により設置され

た衆議院議員選挙区画定審議会の勧告に係る区割り案どおりに制定されたものであ

る。そして、区画審設置法附則二条三項で準用される同法三条は、同審議会が区割り

案を作成する基準につき、一項において「各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の

人口・・・のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とな

らないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮し

て合理的に行わなければならない。」とした上、二項において「各都道府県の区域内

の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、一に、・・・衆議院小選挙区選出議員の

定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当

した数を加えた数とする。」と規定しており、同審議会は右の基準に従って区割り案

を作成したのである。したがって、改正公選法の小選挙区選出議員の選挙区の区割り

は、右の二つの基準に従って策定されたということができる。前者の基準は、行政区

画、地勢、交通等の事情を考慮しつつも、人口比例原則を重視して区割りを行い選挙

区間の人口較差を二倍未満とすることを基本とするよう定めるものであるが、後者の

基準は、区割りに先立ち、まず各都道府県に議員の定数一を配分した上で、残る定数

を人口に比例して各都道府県に配分することを定めるものである。このように、後者

の基準は、都道府県間においては人口比例原則に例外を設けて一定程度の定数配分上

の不均衡が必然的に生ずることを予定しているから、前者の基準は、結局、その枠の

中で全国的にできるだけ人口較差が二倍未満に収まるように区割りを行うべきことを

定めるものと解される。 

 論旨は、右のような区画審設置法三条二項の定める基準は、小選挙区選出議員を地

域の代表ととらえるもので、国会議員を全国民の代表者と位置付けている憲法四三条

一項に違反し、また、右の基準に従って区割りを行った結果、人口較差が二倍を超え

る選挙区が二八も生じたことは、憲法一四条一項、一五条一項、四三条一項等の規定

を通じて憲法上当然に保障されている投票価値の平等の要請に違反するから、本件区

割規定は違憲無効であるなどというのである。」 

「３ 区画審設置法三条二項が前記のような基準を定めたのは、人口の多寡にかかわらず

各都道府県にあらかじめ定数一を配分することによって、相対的に人口の少ない県に

定数を多めに配分し、人口の少ない県に居住する国民の意見をも十分に国政に反映さ

せることができるようにすることを目的とするものであると解される。しかしなが

ら、同条は、他方で、選挙区間の人口較差が二倍未満になるように区割りをすること

を基本とすべきことを基準として定めているのであり、投票価値の平等にも十分な配

慮をしていると認められる。前記のとおり、選挙区割りを決定するに当たっては、議

員一人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に保たれることが、最も重要かつ



- 4 - 

基本的な基準であるが、国会はそれ以外の諸般の要素をも考慮することができるので

あって、都道府県は選挙区割りをするに際して無視することができない基礎的な要素

の一つであり、人口密度や地理的状況等のほか、人口の都市集中化及びこれに伴う人

口流出地域の過疎化の現象等にどのような配慮をし、選挙区割りや議員定数の配分に

これらをどのように反映させるかという点も、国会において考慮することができる要

素というべきである。そうすると、これらの要素を総合的に考慮して同条一項、二項

のとおり区割りの基準を定めたことが投票価値の平等との関係において国会の裁量

の範囲を逸脱するということはできない。 

 また、憲法四三条一項が両議院の議員が全国民を代表する者でなければならないと

しているのは、本来的には、両議院の議員は、その選出方法がどのようなものである

かにかかわらず、特定の階級、党派、地域住民など一部の国民を代表するものではな

く全国民を代表するものであって、選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国

民のために行動すべき使命を有するものであることを意味していると解される。そし

て、右規定は、全国を多数の小選挙区に分けて選挙を行う場合に、選挙区割りにつき

厳格な人口比例主義を唯一、絶対の基準とすべきことまでをも要求しているとは解さ

れないし、衆議院小選挙区選出議員の選挙制度の仕組みについて区画審設置法三条二

項が都道府県にあらかじめ定数一を配分することとした結果、人口の少ない県に完全

な人口比例による場合より多めに定数が配分されることとなったからといって、これ

によって選出された議員が全国民の代表者であるという性格と矛盾抵触することに

なるということはできない。 

 そして、本件区割規定は、区画審設置法三条の基準に従って定められたものである

ところ、その結果、選挙区間における人口の最大較差は、改正の直近の平成二年一〇

月に実施された国勢調査による人口に基づけば一対二・一三七であり、本件選挙の直

近の同七年一〇月に実施された国勢調査による人口に基づけば一対二・三〇九であっ

たというのである。このように抜本的改正の当初から同条一項が基本とすべきものと

している二倍未満の人口較差を超えることとなる区割りが行われたことの当否につ

いては議論があり得るところであるが、右区割りが直ちに同項の基準に違反するとは

いえないし、同条の定める基準自体に憲法に違反するところがないことは前記のとお

りであることにかんがみれば、以上の較差が示す選挙区間における投票価値の不平等

は、一般に合理性を有するとは考えられない程度に達しているとまではいうことがで

きず、本件区割規定が憲法一四条一項、一五条一項、四三条一項等に違反するとは認

められない。」 
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Ⅱ 最大判平成２３年３月２３日（民集 65 巻 2 号 755 頁） 

◆多数意見より 

「（３）本件選挙制度の下における小選挙区の区割りの基準については、区画審設置法３

条が定めているが（以下、この基準を「本件区割基準」といい、この規定を「本件区

割基準規定」という。）、同条１項は、選挙区の改定案の作成につき、選挙区間の人

口の最大較差が２倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきものとして

おり、これは、投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたものということがで

きる。 

 他方、同条２項においては、前記のとおり１人別枠方式が採用されており、この方

式については、前記２（３）のとおり、相対的に人口の少ない県に定数を多めに配分

し、人口の少ない県に居住する国民の意思をも十分に国政に反映させることができ

るようにすることを目的とする旨の説明がされている。しかし、この選挙制度によっ

て選出される議員は、いずれの地域の選挙区から選出されたかを問わず、全国民を代

表して国政に関与することが要請されているのであり、相対的に人口の少ない地域

に対する配慮はそのような活動の中で全国的な視野から法律の制定等に当たって考

慮されるべき事柄であって、地域性に係る問題のために、殊更にある地域（都道府

県）の選挙人と他の地域（都道府県）の選挙人との間に投票価値の不平等を生じさせ

るだけの合理性があるとはいい難い。しかも、本件選挙時には、１人別枠方式の下で

された各都道府県への定数配分の段階で、既に各都道府県間の投票価値にほぼ２倍

の最大較差が生ずるなど、１人別枠方式が前記２（５）に述べたような選挙区間の投

票価値の較差を生じさせる主要な要因となっていたことは明らかである。１人別枠

方式の意義については、人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮とい

う立法時の説明にも一部うかがわれるところであるが、既に述べたような我が国の

選挙制度の歴史、とりわけ人口の変動に伴う定数の削減が著しく困難であったとい

う経緯に照らすと、新しい選挙制度を導入するに当たり、直ちに人口比例のみに基づ

いて各都道府県への定数の配分を行った場合には、人口の少ない県における定数が

急激かつ大幅に削減されることになるため、国政における安定性、連続性の確保を図

る必要があると考えられたこと、何よりもこの点への配慮なくしては選挙制度の改

革の実現自体が困難であったと認められる状況の下で採られた方策であるというこ

とにあるものと解される。 

そうであるとすれば、１人別枠方式は、おのずからその合理性に時間的な限界があ

るものというべきであり、新しい選挙制度が定着し、安定した運用がされるようにな

った段階においては、その合理性は失われるものというほかはない。前掲平成１９年

６月１３日大法廷判決は、本件選挙制度導入後の最初の総選挙が平成８年に実施さ

れてから１０年に満たず、いまだ同１７年の国勢調査も行われていない同年９月１

１日に実施された総選挙に関するものであり、同日の時点においては、なお１人別枠

方式を維持し続けることにある程度の合理性があったということができるので、こ

れを憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っているとはいえないとした同判決

の判断は、以上のような観点から首肯することができ、平成８年及び同１２年に実施
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された総選挙に関する前掲平成１１年１１月１０日各大法廷判決及び最高裁平成１

３年（行ツ）第２２３号同年１２月１８日第三小法廷判決・民集５５巻７号１６４７

頁の同旨の判断についても同様である。これに対し、本件選挙時においては、本件選

挙制度導入後の最初の総選挙が平成８年に実施されてから既に１０年以上を経過し

ており、その間に、区画審設置法所定の手続に従い、同１２年の国勢調査の結果を踏

まえて同１４年の選挙区の改定が行われ、更に同１７年の国勢調査の結果を踏まえ

て見直しの検討がされたが選挙区の改定を行わないこととされており、既に上記改

定後の選挙区の下で２回の総選挙が実施されていたなどの事情があったものであ

る。これらの事情に鑑みると、本件選挙制度は定着し、安定した運用がされるように

なっていたと評価することができるのであって、もはや１人別枠方式の上記のよう

な合理性は失われていたものというべきである。加えて、本件選挙区割りの下で生じ

ていた選挙区間の投票価値の較差は、前記２（５）のとおり、その当時、最大で２．

３０４倍に達し、較差２倍以上の選挙区の数も増加してきており、１人別枠方式がこ

のような選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因となっていたのであっ

て、その不合理性が投票価値の較差としても現れてきていたものということができ

る。そうすると、本件区割基準のうち１人別枠方式に係る部分は、遅くとも本件選挙

時においては、その立法時の合理性が失われたにもかかわらず、投票価値の平等と相

容れない作用を及ぼすものとして、それ自体、憲法の投票価値の平等の要求に反する

状態に至っていたものといわなければならない。そして、本件選挙区割りについて

は、本件選挙時において上記の状態にあった１人別枠方式を含む本件区割基準に基

づいて定められたものである以上、これもまた、本件選挙時において、憲法の投票価

値の平等の要求に反する状態に至っていたものというべきである。 

 しかしながら、前掲平成１９年６月１３日大法廷判決において、平成１７年の総選

挙の時点における１人別枠方式を含む本件区割基準及び本件選挙区割りについて、

前記のようにいずれも憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていない旨の判

断が示されていたことなどを考慮すると、本件選挙までの間に本件区割基準中の１

人別枠方式の廃止及びこれを前提とする本件区割規定の是正がされなかったことを

もって、憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったものということはで

きない。 

（４）以上のとおりであって、本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割

基準のうち１人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至

っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法

の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要

求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定

及び本件区割規定が憲法１４条１項等の憲法の規定に違反するものということはで

きない。 

（５）国民の意思を適正に反映する選挙制度は、民主政治の基盤である。変化の著しい社

会の中で、投票価値の平等という憲法上の要請に応えつつ、これを実現していくこと

は容易なことではなく、そのために立法府には幅広い裁量が認められている。しか

し、１人別枠方式は、衆議院議員の選挙制度に関して戦後初めての抜本的改正を行う
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という経緯の下に、一定の限られた時間の中でその合理性が認められるものであり、

その経緯を離れてこれを見るときは、投票価値の平等という憲法の要求するところ

とは相容れないものといわざるを得ない。衆議院は、その権能、議員の任期及び解散

制度の存在等に鑑み、常に的確に国民の意思を反映するものであることが求められ

ており、選挙における投票価値の平等についてもより厳格な要請があるものといわ

なければならない。したがって、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間

内に、できるだけ速やかに本件区割基準中の１人別枠方式を廃止し、区画審設置法３

条１項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど、投票価値の平等の要請にかな

う立法的措置を講ずる必要があるところである。」 

 

Ⅲ 最大判平成２５年１１月２０日（民集 67 巻 8 号 1503 頁） 

◆多数意見より 

「２ 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 

（１）昭和２５年に制定された公職選挙法は、衆議院議員の選挙制度につき、中選挙区 

単記投票制を採用していたが、平成６年１月に公職選挙法の一部を改正する法律（平

成６年法律第２号）が成立し、その後、平成６年法律第１０号及び同第１０４号によ

りその一部が改正され、これらにより、衆議院議員の選挙制度は、従来の中選挙区単

記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた（以下、上記改正後の当該選挙制

度を「本件選挙制度」という。）。 

   本件選挙施行当時の本件選挙制度によれば、衆議院議員の定数は４８０人とされ、

そのうち３００人が小選挙区選出議員、１８０人が比例代表選出議員とされ（平成２

４年法律第９５号による改正前の公職選挙法４条１項）、小選挙区選挙については、

全国に３００の選挙区を設け、各選挙区において１人の議員を選出するものとされ

（同法１３条１項、別表第１。以下、後記の改正の前後を通じてこれらの規定を併せ

て「区割規定」という。）、比例代表選出議員の選挙（以下「比例代表選挙」という。）

については、全国に１１の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出する

ものとされている（同法１３条２項、別表第２）。総選挙においては、小選挙区選挙

と比例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに１人

１票とされている（同法３１条、３６条）。 

（２）平成６年１月に上記の公職選挙法の一部を改正する法律と同時に成立した衆議院

議員選挙区画定審議会設置法（以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」と

いう。）によれば、衆議院議員選挙区画定審議会（以下「区画審」という。）は、衆

議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるとき

は、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている（同法２条）。

平成２４年法律第９５号による改正前の区画審設置法３条（以下「旧区画審設置法３

条」という。）は、上記の選挙区の区割りの基準（以下、後記の改正の前後を通じて

「区割基準」という。）につき、〔１〕１項において、上記の改定案を作成するに当

たっては、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いもの



- 8 - 

を最も少ないもので除して得た数が２以上にならないようにすることを基本とし、

行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないも

のと定めるとともに、〔２〕２項において、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各

都道府県にあらかじめ１を配当することとし（以下、このことを「１人別枠方式」と

いう。）、この１に、小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除

した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると定めていた

（以下、この区割基準を「本件旧区割基準」といい、この規定を「本件旧区割基準規

定」ともいう。）。 

  本件選挙制度の導入の際に上記の１人別枠方式を設けることについて、同法の法

案の国会での審議においては、法案提出者である政府側から、各都道府県への選挙区

の数すなわち議員の定数の配分については、投票価値の平等の確保の必要性がある

一方で、過疎地域に対する配慮、具体的には人口の少ない地方における定数の急激な

減少への配慮等の視点も重要であることから、人口の少ない県に居住する国民の意

思をも十分に国政に反映させるために、定数配分上配慮して、各都道府県にまず１人

を配分した後に、残余の定数を人口比例で配分することとした旨の説明がされてい

た。  

   選挙区の改定に関する区画審の勧告は、統計法５条２項本文（平成１９年法律第 

５３号による改正前は４条２項本文）の規定により１０年ごとに行われる国勢調査

の結果による人口が最初に官報で公示された日から１年以内に行うものとされ（区

画審設置法４条１項）、さらに、区画審は、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特

別の事情があると認めるときは、勧告を行うことができるものとされている（同条２

項）。 

（３）区画審は、平成１２年１０月に実施された国勢調査（以下「平成１２年国勢調査」

という。）の結果に基づき、平成１３年１２月、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に

関し、旧区画審設置法３条２項に従って各都道府県の議員の定数につきいわゆる５

増５減を行った上で、同条１項に従って各都道府県内における選挙区割りを策定し

た改定案を作成して内閣総理大臣に勧告し、これを受けて、同１４年７月、その勧告

どおり選挙区割りの改定を行うことなどを内容とする公職選挙法の一部を改正する

法律（平成１４年法律第９５号）が成立した。平成２１年８月３０日施行の衆議院議

員総選挙（以下「平成２１年選挙」という。）の小選挙区選挙は、同法により改定さ

れた選挙区割り（以下「本件選挙区割り」という。）の下で施行されたものである（以

下、平成２１年選挙に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定めた上記改正後（平

成２４年法律第９５号による改正前）の公職選挙法１３条１項及び別表第１を併せ

て「本件区割規定」という。）。 

（４）平成１４年の上記改正の基礎とされた平成１２年国勢調査の結果による人口を基

に、本件区割規定の下における選挙区間の人口の較差を見ると、最大較差は人口が最

も少ない高知県第１区と人口が最も多い兵庫県第６区との間で１対２．０６４であ

り、高知県第１区と比べて較差が２倍以上となっている選挙区は９選挙区であった。

また、平成２１年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は、選挙人数が最

も少ない高知県第３区と選挙人数が最も多い千葉県第４区との間で１対２．３０４
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であり、高知県第３区と比べて較差が２倍以上となっている選挙区は４５選挙区で

あった。 

   このような状況の下で本件選挙区割りに基づいて施行された平成２１年選挙につ

いて、最高裁平成２２年（行ツ）第２０７号同２３年３月２３日大法廷判決・民集６

５巻２号７５５頁（以下「平成２３年大法廷判決」という。）は、選挙区の改定案の

作成に当たり、選挙区間の人口の最大較差が２倍未満になるように区割りをするこ

とを基本とすべきものとする旧区画審設置法３条１項の定めは、投票価値の平等の

要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一方、平成２１年選挙

時において、選挙区間の投票価値の較差が上記のとおり拡大していたのは、各都道府

県にあらかじめ１の選挙区数を割り当てる同条２項の１人別枠方式がその主要な要

因となっていたことが明らかであり、かつ、人口の少ない地方における定数の急激な

減少への配慮等の視点から導入された１人別枠方式は既に立法時の合理性が失われ

ていたものというべきであるから、本件旧区割基準のうち１人別枠方式に係る部分

及び同区割基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りは憲法の

投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示した。そして、同判決は、こ

れらの状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとは

いえず、本件旧区割基準規定及び本件区割規定が憲法１４条１項等の憲法の規定に

違反するものということはできないとした上で、事柄の性質上必要とされる是正の

ための合理的期間内に上記の状態を解消するために、できるだけ速やかに本件旧区

割基準中の１人別枠方式を廃止し、旧区画審設置法３条１項の趣旨に沿って本件区

割規定を改正するなど、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要が

あると判示した。 

（５）その後、平成２３年大法廷判決を受けて、是正の方策について、各政党による検討

を経た上で、平成２３年１０月以降、衆議院選挙制度に関する各党協議会の会合が十

数回開催されて政党間の協議が行われた。その間、投票価値の較差の是正のほか、議

員の定数の削減や選挙制度の抜本的改革の問題をめぐって検討が重ねられたが、い

ずれについても成案を得られないまま、平成２２年１０月に実施された国勢調査（以

下「平成２２年国勢調査」という。）の結果に基づく区画審による選挙区割りの改定

案の勧告の期限である平成２４年２月２５日を経過した。 

   その後は区画審が選挙区割りの改定案の検討に着手するための所要の法改正の作

業が優先され、同年６月及び７月に複数の政党の提案に係る改正法案がそれぞれ第

１８０回国会に提出された。これらの改正法案は、〔１〕１人別枠方式の廃止（旧区

画審設置法３条２項の削除）及びいわゆる０増５減（各都道府県の選挙区数を増やす

ことなく議員１人当たりの人口の少ない５県の各選挙区数をそれぞれ１減ずること

をいう。以下同じ。）の点で内容を同じくし、〔２〕比例代表選挙の総定数の削減及

び小選挙区選挙との連用制の採否の点で内容を異にするものであったが、上記〔２〕

をめぐる政党間の意見対立のため同国会の会期中にはいずれも成立に至らず、同年

１０月に召集された第１８１回国会において、継続審議とされていた上記〔１〕のみ

を内容とする改正法案が、同年１１月１５日に衆議院で可決され、翌１６日の衆議院

解散の当日に参議院で可決されて平成２４年法律第９５号（以下「平成２４年改正
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法」という。）として成立した。 

   １人別枠方式の廃止を含む制度の是正のためには、区画審の審議を挟んで区割基

準に係る区画審設置法の改正と選挙区割りに係る公職選挙法の改正という二段階の

法改正を要することから、平成２４年改正法は、附則において、旧区画審設置法３条

２項を削除する改正規定は公布日から施行するものとする一方で、各都道府県の選

挙区数の０増５減を内容とする改正後の公職選挙法の規定は次回の総選挙から適用

する（公職選挙法の改正規定は別に法律で定める日から施行する）ものとし、上記０

増５減を前提に、区画審が選挙区間の人口較差が２倍未満となるように選挙区割り

を改める改定案の勧告を公布日から６月以内に行い、政府がその勧告に基づいて速

やかに法制上の措置を講ずべき旨を定めた。上記の改正により、旧区画審設置法３条

１項が同改正後の区画審設置法３条（以下「新区画審設置法３条」という。）となり、

同条においては前記（２）〔１〕の基準のみが区割基準として定められている（以下、

この区割基準を「本件新区割基準」という。）。 

   平成２４年改正法の成立と同日に衆議院が解散され、その１か月後の平成２４年

１２月１６日に本件選挙が施行されたが、上記のとおり、平成２４年改正法の改正内

容に沿った選挙区割りの改定には新たな区画審の勧告及びこれに基づく別途の法律

の制定を要し、本件選挙までに新たな選挙区割りを定めることは時間的に不可能で

あったため、本件選挙は前回の平成２１年選挙と同様に本件区割規定及びこれに基

づく本件選挙区割りの下で施行されることとなった。 

（６）本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差を見ると、選挙人数が最も少ない 

 高知県第３区と選挙人数が最も多い千葉県第４区との間で１対２．４２５であり、 

高知県第３区と比べて較差が２倍以上となっている選挙区は７２選挙区であった。 

   このような状況において本件選挙区割りの下で施行された本件選挙について、本

件区割規定が憲法に違反するとして各選挙区における選挙を無効とすることを求め

る選挙無効訴訟が８高等裁判所及び６高等裁判所支部に提起され、平成２５年３月

６日から同年４月１１日までの間に、本件の原判決を含む１７件の判決が言い渡さ

れた。そのうち、２件の判決においては、平成２３年大法廷判決において憲法の投票

価値の平等の要求に反する状態に至っているとされた本件選挙区割りにつき、憲法

上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割規定

は憲法の規定に違反するに至っているとはいえないとされ、その余の判決において

は、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとして、本件区割規

定は憲法の規定に違反するに至っているなどとされた。 

（７）本件選挙後の事情についてみると、平成２４年改正法の成立後、同改正法の附則の 

規定に従って区画審による審議が行われ、平成２５年３月２８日、区画審は、内閣総

理大臣に対し、選挙区割りの改定案の勧告を行った。この改定案は、平成２４年改正

法の附則の規定に基づき、各都道府県の選挙区数の０増５減を前提に、選挙区間の人

口較差が２倍未満となるように１７都県の４２選挙区において区割りを改めること

を内容とするものであった。 

   上記勧告を受けて、同年４月１２日、内閣は、平成２４年改正法に基づき、同改正

法のうち上記０増５減を内容とする公職選挙法の改正規定の施行期日を定めるとと
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もに、上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正事項（本

件区割規定の改正規定及びその施行期日）を定める法制上の措置として、平成２４年

改正法の一部を改正する法律案を第１８３回国会に提出した。この改正法案は、同月

２３日に衆議院で可決されたが、参議院では同日の送付から６０日の経過後も議決

に至らなかったため、同年６月２４日、衆議院において、参議院で否決されたものと

みなした上で出席議員の３分の２以上の多数により再可決され（憲法５９条２項、４

項）、平成２５年法律第６８号（以下「平成２５年改正法」という。）として成立し

た。平成２５年改正法は同月２８日に公布されて施行され、同改正法による改正後の

平成２４年改正法中の上記０増５減及びこれを踏まえた区画審の上記改定案に基づ

く選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正規定はその１か月後の同年７月

２８日から施行されており、これにより、各都道府県の選挙区数の０増５減とともに

上記改定案のとおりの選挙区割りの改定が行われ、平成２２年国勢調査の結果によ

る選挙区間の人口の最大較差は１．９９８倍に縮小されている。 

   なお、平成２５年改正法の成立の前後を通じて、国会においては、今後の人口異動 

  によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするための

制度の見直しについて、総定数の削減の要否等を含め、引き続き検討が続けられてい

る。 

３（１）憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているものと

解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではな

く、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連におい

て調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選挙について

は、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定め

るべきものとされ（４３条２項、４７条）、選挙制度の仕組みの決定について国会に

広範な裁量が認められている。 

 衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される

場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲

法上、議員１人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最

も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以

外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと

解されるのであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した

市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構

成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確

な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図る

ことが求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、

これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使とし

て合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり、国会がかかる選

挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような憲法上の要請に反

するため、上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認するこ

とができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきであ

る。 
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   以上は、衆議院議員の選挙に関する最高裁昭和４９年（行ツ）第７５号同５１年 

４月１４日大法廷判決・民集３０巻３号２２３頁以降の累次の大法廷判決の趣旨と

するところであって（上掲最高裁昭和５１年４月１４日大法廷判決、最高裁昭和５６

年（行ツ）第５７号同５８年１１月７日大法廷判決・民集３７巻９号１２４３頁、最

高裁昭和５９年（行ツ）第３３９号同６０年７月１７日大法廷判決・民集３９巻５号

１１００頁、最高裁平成３年（行ツ）第１１１号同５年１月２０日大法廷判決・民集

４７巻１号６７頁、最高裁平成１１年（行ツ）第７号同年１１月１０日大法廷判決・

民集５３巻８号１４４１頁、最高裁平成１１年（行ツ）第３５号同年１１月１０日大

法廷判決・民集５３巻８号１７０４頁、最高裁平成１８年（行ツ）第１７６号同１９

年６月１３日大法廷判決・民集６１巻４号１６１７頁及び平成２３年大法廷判決参

照）、これを変更する必要は認められない。 

（２）平成２３年大法廷判決は、上記の基本的な判断枠組みに立った上で、本件旧区割 

基準のうち１人別枠方式に係る部分は、前記のとおり平成６年の選挙制度改革の実

現のための人口比例の配分により定数の急激かつ大幅な減少を受ける人口の少ない

県への配慮という経緯に由来するもので、その合理性には時間的な限界があったと

ころ、本件選挙制度がその導入から１０年以上を経過して定着し安定した運用がさ

れていた平成２１年選挙時には、その不合理性が投票価値の較差としても現れ、その

立法時の合理性が失われていたにもかかわらず、投票価値の平等と相容れない作用

を及ぼすものとして、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており、上記

の状態にあった同方式を含む本件旧区割基準に基づいて定められた本件選挙区割り

も、前記２（４）のような平成２１年選挙時における選挙区間の較差の状況の下にお

いて、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた旨判示したものであ

る。 

   本件選挙は、このように平成２１年選挙時に既に憲法の投票価値の平等の要求に

反する状態に至っていた本件選挙区割りの下で再び施行されたものであること、前

記２（６）のとおり選挙区間の較差は平成２１年選挙時よりも更に拡大して最大較差

が２．４２５倍に達していたこと等に照らせば、本件選挙時において、前回の平成２

１年選挙時と同様に、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態

にあったものといわざるを得ない。 

（３）ア 衆議院議員の選挙における投票価値の較差の問題について、当裁判所大法廷

は、これまで、〔１〕定数配分又は選挙区割りが前記のような諸事情を総合的に考慮

した上で投票価値の較差において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っ

ているか否か、〔２〕上記の状態に至っている場合に、憲法上要求される合理的期間

内における是正がされなかったとして定数配分規定又は区割規定が憲法の規定に違

反するに至っているか否か、〔３〕当該規定が憲法の規定に違反するに至っている場

合に、選挙を無効とすることなく選挙の違法を宣言するにとどめるか否かといった

判断の枠組みに従って審査を行ってきた。こうした段階を経て判断を行う方法が採

られてきたのは、単に事柄の重要性に鑑み慎重な手順を踏むというよりは、憲法の予

定している司法権と立法権との関係に由来するものと考えられる。すなわち、裁判所

において選挙制度について投票価値の平等の観点から憲法上問題があると判断した
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としても、自らこれに代わる具体的な制度を定め得るものではなく、その是正は国会

の立法によって行われることになるものであり、是正の方法についても国会は幅広

い裁量権を有しており、上記の判断枠組みのいずれの段階においても、国会において

自ら制度の見直しを行うことが想定されているものと解される。換言すれば、裁判所

が選挙制度の憲法適合性について上記の判断枠組みの各段階において一定の判断を

示すことにより、国会がこれを踏まえて所要の適切な是正の措置を講ずることが、憲

法の趣旨に沿うものというべきである。このような憲法秩序の下における司法権と

立法権との関係に照らすと、上記〔１〕の段階において憲法の投票価値の平等の要求

に反する状態に至っている旨の司法の判断がされれば国会はこれを受けて是正を行

う責務を負うものであるところ、上記〔２〕の段階において憲法上要求される合理的

期間内における是正がされなかったといえるか否かを判断するに当たっては、単に

期間の長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する

事項、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是

正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当

なものであったといえるか否かという観点から評価すべきものと解される。 

イ そこで、本件において、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかっ 

 たといえるか否かについて検討する。 

   本件旧区割基準中の１人別枠方式に係る部分及び同方式を含む同区割基準に基づ

いて定められた選挙区割りについては、前掲最高裁平成１９年６月１３日大法廷判

決までは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていないとする当審の判

断が続けられており、これらが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至って

いるとする当裁判所大法廷の判断が示されたのは、平成２３年３月２３日であり、国

会においてこれらが上記の状態にあると認識し得たのはこの時点からであったとい

うべきである。 

   これらの憲法の投票価値の平等の要求に反する状態を解消するためには、旧区画

審設置法３条２項の定める１人別枠方式を廃止し、同条１項の趣旨に沿って平成２

２年国勢調査の結果を基に各都道府県への選挙区の数すなわち議員の定数の配分を

見直し、それを前提として多数の選挙区の区割りを改定することが求められていた

ところである。その一連の過程を実現していくことは、多くの議員の身分にも直接関

わる事柄であり、平成６年の公職選挙法の改正の際に人口の少ない県における定数

の急激かつ大幅な減少への配慮等の視点から設けられた１人別枠方式によりそれら

の県に割り当てられた定数を削減した上でその再配分を行うもので、制度の仕組み

の見直しに準ずる作業を要するものということができ、立法の経緯等にも鑑み、国会

における合意の形成が容易な事柄ではないといわざるを得ない。また、このような定

数配分の見直しの際に、議員の定数の削減や選挙制度の抜本的改革といった基本的

な政策課題が併せて議論の対象とされたことも、この問題の解決に向けての議論を

収れんさせることを困難にする要因となったことも否定し難い。そうした中で、平成

２２年国勢調査の結果に基づく区画審による選挙区割りの改定案の勧告の期限を経

過した後、まず憲法の投票価値の平等の要求に反する状態の是正が最も優先される

べき課題であるとの認識の下に法改正の作業が進められ、１人別枠方式を定めた旧
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区画審設置法３条２項の規定の削除と選挙区間の人口較差を２倍未満に抑えるため

の前記０増５減による定数配分の見直しが行われたものといえる。 

  このような上記０増５減による定数配分の見直しの内容を現に実施し得るものと

するためには、１人別枠方式の廃止及び定数配分と区割り改定の枠組みを定める法

改正の後、新たな区割基準に従い区画審が選挙区割りの改定案の勧告を行い、これに

基づいて新たな選挙区割りを定める法改正を行うという二段階の法改正を含む作業

を経る必要があったところ、前者の改正を内容とする平成２４年改正法が成立した

時点で衆議院が解散されたため、平成２３年大法廷判決の言渡しから約１年９か月

後に施行された本件選挙は従前の定数と選挙区割りの下において施行せざるを得な

かったことは前記のとおりであるが、本件選挙前に成立した平成２４年改正法の定

めた枠組みに基づき、本来の任期満了時までに、区画審の改定案の勧告を経て平成２

５年改正法が成立し、定数配分の上記０増５減の措置が行われ、平成２２年国勢調査

の結果に基づく選挙区間の人口較差を２倍未満に抑える選挙区割りの改定が実現さ

れたところである。このように、平成２１年選挙に関する平成２３年大法廷判決を受

けて、立法府における是正のための取組が行われ、本件選挙前の時点において是正の

実現に向けた一定の前進と評価し得る法改正が成立に至っていたものということが

できる。 

  もとより、上記０増５減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府

県については、本件旧区割基準に基づいて配分された定数がそのまま維持されてお

り、平成２２年国勢調査の結果を基に１人別枠方式の廃止後の本件新区割基準に基

づく定数の再配分が行われているわけではなく、全体として新区画審設置法３条の

趣旨に沿った選挙制度の整備が十分に実現されているとはいえず、そのため、今後の

人口変動により再び較差が２倍以上の選挙区が出現し増加する蓋然性が高いと想定

されるなど、１人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決されているとはいえない。

しかしながら、この問題への対応や合意の形成に前述の様々な困難が伴うことを踏

まえ、新区画審設置法３条の趣旨に沿った選挙制度の整備については、今回のような

漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも、国会の裁量に係

る現実的な選択として許容されているところと解される。また、今後の国勢調査の結

果に従って同条に基づく各都道府県への定数の再配分とこれを踏まえた選挙区割り

の改定を行うべき時期が到来することも避けられないところである。 

 以上に鑑みると、本件選挙自体は、衆議院解散に伴い前回の平成２１年選挙と同様 

の選挙区割りの下で行われ、平成２１年選挙より最大較差も拡大していたところで

はあるが、本件選挙までに、１人別枠方式を定めた旧区画審設置法３条２項の規定が

削除され、かつ、全国の選挙区間の人口較差を２倍未満に収めることを可能とする定

数配分と区割り改定の枠組みが定められており、前記アにおいて述べた司法権と立

法権との関係を踏まえ、前記のような考慮すべき諸事情に照らすと、国会における是

正の実現に向けた取組が平成２３年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使

として相当なものでなかったということはできず、本件において憲法上要求される

合理的期間を徒過したものと断ずることはできない。 

（４）以上のとおりであって、本件選挙時において、本件区割規定の定める本件選挙区割 
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 りは、前回の平成２１年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態

にあったものではあるが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなか

ったとはいえず、本件区割規定が憲法１４条１項等の憲法の規定に違反するものと

いうことはできない。 

   投票価値の平等は憲法上の要請であり、１人別枠方式の構造的な問題は最終的に

解決されているとはいえないことは前記のとおりであって、国会においては、今後

も、新区画審設置法３条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続け

られていく必要があるというべきである。 

４ 小選挙区選挙の選挙運動に関する公職選挙法の規定については、これが憲法１４

条１項等の憲法の規定に違反するとはいえないことは、前掲最高裁平成１１年（行

ツ）第３５号同年１１月１０日大法廷判決、前掲平成１９年６月１３日大法廷判決及

び平成２３年大法廷判決の判示するところであって、これを変更する必要は認めら

れない。  

５ 原判決は、本件区割規定が本件選挙当時憲法に違反するものであったとしつつ、行 

 政事件訴訟法３１条１項に示された一般的な法の基本原則に従い、原審原告らの請

求をいずれも棄却した上で、当該選挙区における本件選挙が違法であることを主文

において宣言したものであるが、原判決は、前記判示と抵触する限度において変更を

免れないというべきであり、原審被告らの論旨は上記の趣旨をいうものとして理由

がある。他方、本件区割規定が本件選挙当時憲法に違反するものであり、また、小選

挙区選挙の選挙運動に関する公職選挙法の規定が憲法に違反するものであるとした

上で本件選挙を無効とすべき旨をいう原審原告らの論旨は、前記判示に照らし、いず

れも採用することができない。 

   以上の次第で、原審被告らの各上告に基づき、原判決を変更して、原審原告らの請 

 求をいずれも棄却するとともに、原審原告らの上告を棄却することとする。」 

 

Ⅳ 最大判平成３０年１２月１９日（民集巻 72 巻 6 号 1240 頁） 

◆多数意見より 

「１ 本件は、平成２９年１０月２２日施行の衆議院議員総選挙（以下「本件選挙」とい

う。）について、東京都第２区、同第５区、同第８区、同第９区、同第１８区及び神

奈川県第１５区の選挙人である上告人らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙（以下

「小選挙区選挙」という。）の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し

無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も

無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。 

２ 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 

（１）昭和２５年に制定された公職選挙法は、衆議院議員の選挙制度につき、中選挙区

単記投票制を採用していたが、平成６年に公職選挙法の一部を改正する法律（平成６

年法律第２号）が成立し、その後、平成６年法律第１０号及び同第１０４号によりそ

の一部が改正され、これらにより、従来の中選挙区単記投票制に代わって小選挙区比
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例代表並立制が導入された。 

 本件選挙施行当時、衆議院議員の定数は４６５人とされ、そのうち２８９人が小選

挙区選出議員、１７６人が比例代表選出議員とされ（公職選挙法４条１項）、小選挙

区選挙については、全国に２８９の選挙区を設け、各選挙区において１人の議員を選

出するものとされ（同法１３条１項、別表第１。以下、後記の改正の前後を通じてこ

れらの規定を併せて「区割規定」という。）、比例代表選出議員の選挙（以下「比例

代表選挙」という。）については、全国に１１の選挙区を設け、各選挙区において所

定数の議員を選出するものとされている（同法１３条２項、別表第２）。総選挙にお

いては、小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及び比例

代表選挙ごとに１人１票とされている（同法３１条、３６条）。 

（２）平成６年に前記の公職選挙法の一部を改正する法律と同時に成立した衆議院議員

選挙区画定審議会設置法（以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」とい

う。）によれば、衆議院議員選挙区画定審議会（以下「区画審」という。）は、衆議

院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるとき

は、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている（同法２条）。 

 上記の改定に係る選挙区の区割りの基準（以下、後記の改正の前後を通じて「区割

基準」という。）について、平成２８年法律第４９号（以下「平成２８年改正法」と

いう。）による改正後の区画審設置法（以下「新区画審設置法」という。）３条は、

〔１〕１項において、上記の改定案を作成するに当たっては、各選挙区の人口（同条

においては最近の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。）の均衡を図り、各

選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が２以上

とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して

合理的に行わなければならないものと定めるとともに、〔２〕２項において、各都道

府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙区基準除数（その除数で各

都道府県の人口を除して得た数（１未満の端数が生じたときは、これを１に切り上げ

るものとする。）の合計数が衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致する

こととなる除数をいう。）で除して得た数（１未満の端数が生じたときは、これを１

に切り上げるものとする。）とするとし（いわゆるアダムズ方式）、〔３〕３項にお

いて、下記の同法４条２項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては、各都

道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は変更しないものとすると

定めている。 

 そして、選挙区の改定に関する区画審の勧告は、統計法５条２項本文の規定により

１０年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から

１年以内に行うものとされ（新区画審設置法４条１項）、さらに、区画審は、統計法

５条２項ただし書の規定により上記の国勢調査が行われた年から５年目に当たる年

に行われる各選挙区の国勢調査の結果による日本国民の人口のうち、その最も多い

ものを最も少ないもので除して得た数が２以上となったときは、当該国勢調査の結

果による人口が最初に官報で公示された日から１年以内に、上記の勧告を行うもの

とされている（新区画審設置法４条２項）。 

 なお、平成２４年法律第９５号（以下「平成２４年改正法」という。）による改正
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前の区画審設置法（以下「旧区画審設置法」という。）３条は、〔１〕１項において、

上記の改定案を作成するに当たっては、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人

口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が２以上とならない

ようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理

的に行わなければならないものと定めるとともに、〔２〕２項において、各都道府県

の区域内の選挙区の数は、各都道府県にあらかじめ１を配当することとし（以下、こ

のことを「１人別枠方式」という。）、この１に、小選挙区選出議員の定数に相当す

る数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加

えた数とすると定めていた（以下、この区割基準を「旧区割基準」といい、この規定

を「旧区割基準規定」ともいう。）。 

（３）平成２１年８月３０日施行の衆議院議員総選挙（以下「平成２１年選挙」という。）

の小選挙区選挙は、同１４年に成立した公職選挙法の一部を改正する法律（平成１４

年法律第９５号）により改定された選挙区割り（以下「旧選挙区割り」という。）の

下で施行されたものであり、選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は１

対２．３０４（以下、較差に関する数値は、全て概数である。）であり、選挙人数が

最も少ない選挙区と比べて較差が２倍以上となっている選挙区は４５選挙区であっ

た（以下、平成２１年選挙に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定めた平成２４

年改正法による改正前の公職選挙法１３条１項及び別表第１を併せて「旧区割規定」

という。）。 

 平成２１年選挙につき、最高裁平成２２年（行ツ）第２０７号同２３年３月２３日

大法廷判決・民集６５巻２号７５５頁（以下「平成２３年大法廷判決」という。）は、

選挙区の改定案の作成に当たり、選挙区間の人口の最大較差が２倍未満になるよう

に区割りをすることを基本とすべきものとする旧区画審設置法３条１項の定めは、

投票価値の平等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一

方、平成２１年選挙時において、選挙区間の投票価値の較差が拡大していたのは、各

都道府県にあらかじめ１の選挙区数を割り当てる同条２項の１人別枠方式がその主

要な要因となっていたことが明らかであり、かつ、人口の少ない地方における定数の

急激な減少への配慮等の視点から導入された１人別枠方式は既に立法時の合理性が

失われていたものというべきであるから、旧区割基準のうち１人別枠方式に係る部

分及び旧区割基準に従って改定された旧区割規定の定める旧選挙区割りは憲法の投

票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示した。そして、同判決は、これ

らの状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはい

えず、旧区割基準規定及び旧区割規定が憲法１４条１項等の憲法の規定に違反する

ものということはできないとした上で、事柄の性質上必要とされる是正のための合

理的期間内に上記の状態を解消するために、できるだけ速やかに旧区割基準中の１

人別枠方式を廃止し、旧区画審設置法３条１項の趣旨に沿って旧区割規定を改正す

るなど、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があると判示した。 

（４）平成２３年大法廷判決を受けて、平成２４年１１月１６日、旧区画審設置法３

条２項の削除及びいわゆる０増５減（各都道府県の選挙区数を増やすことなく議員

１人当たりの人口の少ない５県の各選挙区数をそれぞれ１減ずることをいう。以下
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同じ。）を内容とする公職選挙法及び区画審設置法の一部を改正する法律案が平成２

４年改正法として成立した。この改正により、旧区画審設置法３条１項が同改正後の

区画審設置法３条となり、同条の内容のみが区割基準となった。  

 平成２４年改正法の成立と同日に衆議院が解散され、平成２４年１２月１６日に

施行された衆議院議員総選挙（以下「平成２４年選挙」という。）までに新たな選挙

区割りを定めることは時間的に不可能であったため、同選挙は平成２１年選挙と同

様に旧選挙区割りの下で施行された。 

 平成２４年選挙につき、最高裁平成２５年（行ツ）第２０９号、第２１０号、第２

１１号同年１１月２０日大法廷判決・民集６７巻８号１５０３頁（以下「平成２５年

大法廷判決」という。）は、同選挙時において旧区割規定の定める旧選挙区割りは平

成２１年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったもので

はあるが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、

旧区割規定が憲法１４条１項等の憲法の規定に違反するものということはできない

とした上で、国会においては今後も平成２４年改正法による改正後の区画審設置法

３条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があ

ると判示した。 

（５）平成２４年改正法の成立後、同法の附則の規定に基づく区画審の勧告を受けて、

平成２５年６月２４日、各都道府県の選挙区数の０増５減を前提に、選挙区間の人口

の較差が２倍未満となるように１７都県の４２選挙区において区割りを改めること

を内容とする平成２４年改正法の一部を改正する法律案が、平成２５年法律第６８

号（以下「平成２５年改正法」という。）として成立した。 

 上記の改定の結果、平成２２年１０月１日を調査時とする国勢調査の結果によれ

ば選挙区間の人口の最大較差は１対１．９９８となるものとされたが、同２６年１２

月１４日施行の衆議院議員総選挙（以下「平成２６年選挙」という。）当日において

は、選挙区間の選挙人数の最大較差は１対２．１２９であり、選挙人数が最も少ない

選挙区と比べて較差が２倍以上となっている選挙区は１３選挙区であった。 

 平成２６年選挙につき、最高裁平成２７年（行ツ）第２５３号同年１１月２５日大

法廷判決・民集６９巻７号２０３５頁（以下「平成２７年大法廷判決」という。）は、

上記０増５減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県について旧

区割基準に基づいて配分された定数の見直しを経ておらず、上記のような投票価値

の較差が生じた主な要因は、いまだ多くの都道府県において１人別枠方式を定めた

旧区画審設置法３条２項が削除された後の区割基準に基づいて定数の再配分が行わ

れた場合とは異なる定数が配分されていることにあり、このような投票価値の較差

が生じたことは、全体として平成２４年改正法による改正後の区画審設置法３条の

趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえないことの表れというべき

であるとして、平成２５年改正法による改正後の平成２４年改正法により改定され

た選挙区割りはなお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわ

ざるを得ないと判示した。そして、同判決は、同条の趣旨に沿った選挙制度の整備に

ついては、漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の

裁量に係る現実的な選択として許容されていると解されるとし、上記の選挙区割り
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の改定後も国会において引き続き選挙制度の見直しが行われていること等を併せ考

慮すると、平成２３年大法廷判決の言渡しから平成２６年選挙までの国会における

是正の実現に向けた取組は、立法裁量権の行使として相当なものでなかったという

ことはできず、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはい

えないと判示した。 

（６）平成２５年改正法の成立の前後を通じて、国会においては、今後の人口異動に 

よっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするための制

度の見直しについて、総定数の削減の要否等を含め、引き続き検討が続けられ、平成

２６年６月１９日の衆議院議院運営委員会における議決により、衆議院選挙制度に

関する調査、検討等を行うため、衆議院に有識者により構成される議長の諮問機関と

して衆議院選挙制度に関する調査会（以下「選挙制度調査会」という。）が設置され

た。 

 選挙制度調査会は、平成２６年９月以降、定期的な会合を開催し、衆議院議員の選

挙制度の在り方、議員定数の削減、投票価値の較差の是正等の問題について、各政党

からの意見聴取を含めた調査、検討を行い、同２８年１月１４日、衆議院議長に対

し、衆議院選挙制度に関する調査会答申を提出した。 

 上記答申は、〔１〕衆議院議員の選挙制度の在り方については、現行の小選挙区比

例代表並立制を維持し、〔２〕議員定数の削減については、衆議院議員の定数を１０

削減して４６５人（小選挙区選出議員の定数につき６削減して２８９人、比例代表選

出議員の定数につき４削減して１７６人）とする案が考えられるとした。また、〔３〕

投票価値の較差の是正については、小選挙区選挙における各都道府県への議席配分

方式について満たすべき条件として、比例性のある配分方式に基づいて配分するこ

と、選挙区間の投票価値の較差を小さくするために各都道府県間の投票価値の較差

をできるだけ小さくすること、各都道府県の配分議席の増減変動が小さいこと、一定

程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることとした上で、この諸条件に

照らして検討した結果として、各都道府県への議席配分につき、各都道府県の人口を

一定の数値（小選挙区基準除数）で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上

げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式（アダム

ズ方式）により行うものとした。そして、各都道府県への議席配分の見直しは、制度

の安定性を勘案し、１０年ごとに行われる国勢調査の結果による人口に基づき行う

ものとし、その５年後に行われる国勢調査の結果、選挙区間の人口の較差が２倍以上

の選挙区が生じたときは、各都道府県への議席配分の変更は行わず、区画審において

上記の較差が２倍未満となるように関係選挙区の区画の見直しを行うものとした。 

（７）選挙制度調査会の前記答申を受けて、平成２８年５月２０日、衆議院議員の定数 

 を４７５人から１０削減して４６５人（小選挙区選出議員の定数につき６削減して

２８９人、比例代表選出議員の定数につき４削減して１７６人）とするとともに、前

記（２）のとおり、各都道府県への定数配分の方式としてアダムズ方式を採用するこ

と等を内容とする衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正

する法律（平成２８年改正法）が成立した。平成２８年改正法においては、選挙制度

の安定性を勘案し、アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更は平成３２年
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以降１０年ごとに行われる国勢調査の結果に基づき行うこととされ、その５年後に

行われる国勢調査の結果、選挙区間の日本国民の人口（以下、単に「人口」という。）

の較差が２倍以上の選挙区が生じたときは、各都道府県の選挙区数の変更はせず、同

較差が２倍未満となるように選挙区割りの改定を行うこととされた。 

 他方、平成２８年改正法は、アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更が行

われるまでの投票価値の較差是正のための措置として、附則により、小選挙区選出議

員の定数を６削減することを前提として、区画審において平成２７年に行われた国

勢調査（以下「平成２７年国勢調査」という。）の結果に基づく選挙区割りの改定案

の作成及び勧告を行うこととした。そして、同改定案の作成に当たっては、各都道府

県の選挙区数につき、定数の削減による影響を受ける都道府県を極力減らすことに

よって選挙制度の安定性を確保する観点から、減少の対象となる都道府県は、アダム

ズ方式により得られる選挙区数が改正前の選挙区数より少ない都道府県のうち、当

該都道府県の平成２７年国勢調査の結果による人口を同方式により得られる選挙区

数で除して得た数が少ない順から６都道府県とし、それ以外の都道府県は改正前の

選挙区数を維持することとした。また、選挙区割りにつき、平成２７年国勢調査の結

果に基づく選挙区間の人口の較差が２倍未満となるようにし、かつ、次回の国勢調査

が実施される平成３２年見込人口に基づく選挙区間の人口の較差が２倍未満である

ことを基本とするとともに、各選挙区の平成２７年国勢調査の結果による人口及び

平成３２年見込人口の均衡を図り、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮し

て合理的に行うこととした。 

 平成２８年改正法の成立後、区画審による審議が行われ、平成２９年４月１９日、

区画審は、内閣総理大臣に対し、上記のとおり各都道府県の選挙区数の０増６減の措

置を採ることを前提に、１９都道府県の９７選挙区において区割りを改めることを

内容とする改定案の勧告を行った。これを受けて、内閣は、同年５月１６日、平成２

８年改正法に基づき、同法のうち上記０増６減を内容とする公職選挙法の改正規定

の施行期日を定めるとともに、上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする

公職選挙法の改正事項を定める法制上の措置として、平成２８年改正法の一部を改

正する法律案を国会に提出し、平成２９年６月９日、この改正法案が平成２９年法律

第５８号（以下「平成２９年改正法」という。）として成立した。上記０増６減及び

これを踏まえた選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正規定は平成２９年

７月１６日から施行され、この改正により、各都道府県の選挙区数の０増６減ととも

に上記改定案のとおりの選挙区割りの改定が行われた（以下、上記改正後の公職選挙

法１３条１項及び別表第１を併せて「本件区割規定」といい、本件区割規定に基づく

上記改定後の選挙区割りを「本件選挙区割り」という。）。 

（８）平成２９年９月２８日に衆議院が解散され、同年１０月２２日、本件選挙区割りの 

 下において本件選挙が施行された。本件選挙区割りの下において、平成２７年１０月 

 １日を調査時とする平成２７年国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差

は１対１．９５６となるものとされ、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の較

差は、選挙人数の最も少ない選挙区（鳥取県第１区）と最も多い選挙区（東京都第１

３区）との間で１対１．９７９であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が
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２倍以上となっている選挙区は存在しなかった。 

３（１）憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているもの

と解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準では

なく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連にお

いて調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選挙につい

ては、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定

めるべきものとされ（４３条２項、４７条）、選挙制度の仕組みの決定について国会

に広範な裁量が認められている。 

衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される

場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲

法上、議員１人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最

も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以

外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと

解されるのであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した

市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構

成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確

な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図る

ことが求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、

これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使とし

て合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり、国会がこのよう

な選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような憲法上の要請

に反するため、上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認す

ることができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべき

である。 

以上は、衆議院議員の選挙に関する最高裁昭和４９年（行ツ）第７５号同５１年４

月１４日大法廷判決・民集３０巻３号２２３頁以降の累次の大法廷判決の趣旨とす

るところであって（上掲最高裁昭和５１年４月１４日大法廷判決、最高裁昭和５６年

（行ツ）第５７号同５８年１１月７日大法廷判決・民集３７巻９号１２４３頁、最高

裁昭和５９年（行ツ）第３３９号同６０年７月１７日大法廷判決・民集３９巻５号１

１００頁、最高裁平成３年（行ツ）第１１１号同５年１月２０日大法廷判決・民集４

７巻１号６７頁、最高裁平成１１年（行ツ）第７号同年１１月１０日大法廷判決・民

集５３巻８号１４４１頁、最高裁平成１１年（行ツ）第３５号同年１１月１０日大法

廷判決・民集５３巻８号１７０４頁、最高裁平成１８年（行ツ）第１７６号同１９年

６月１３日大法廷判決・民集６１巻４号１６１７頁、平成２３年大法廷判決、平成２

５年大法廷判決及び平成２７年大法廷判決参照）、これを変更する必要は認められな

い。 

（２）上記の見地に立って、本件選挙当時の本件区割規定及びこれに基づく本件選挙区割 

 りの合憲性について検討する。 

前記２（６）及び（７）のとおり、平成２６年選挙前に設置された衆議院議長の諮

問機関である選挙制度調査会において、衆議院選挙制度に関する検討が重ねられ、平
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成２７年大法廷判決の言渡し後に、小選挙区選出議員の定数を６削減するとともに、

投票価値の較差を是正するための新たな議席配分方式として、各都道府県の人口に

比例した配分方式の一つであるアダムズ方式を採用すること等を内容とする答申が

され、これを受けて制定された平成２８年改正法は、これと同内容の規定を設けた上

で、アダムズ方式による各都道府県への定数配分を平成３２年以降１０年ごとに行

われる国勢調査の結果に基づいて行うこととし、その５年後に行われる国勢調査の

結果に基づく選挙区間の人口の較差が２倍以上となったときは同較差が２倍未満と

なるように各都道府県内の選挙区割りの改定を行うことを定めたものである。 

さらに、平成２８年改正法は、アダムズ方式による定数配分が行われるまでの措置

として、選挙制度の安定性を確保しつつ較差の是正を図るため、附則において、平成

２７年国勢調査の結果に基づきアダムズ方式により定数配分を行った場合に選挙区

数の削減が見込まれる議員１人当たりの人口の少ない６県の選挙区数をそれぞれ１

減ずる０増６減の措置を採るとともに、新区画審設置法３条１項と同様の区割基準

に基づき、次回の国勢調査が行われる平成３２年までの５年間を通じて選挙区間の

人口の較差が２倍未満となるように選挙区割りの改定を行うこととしたものであ

る。その上で、区画審による改定案の勧告を経て制定された平成２９年改正法におい

て、１９都道府県の９７選挙区における選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法

の改正が行われ、同改正後の本件区割規定の定める本件選挙区割りの下において本

件選挙が行われたところである。 

そして、本件選挙区割りの下における選挙区間の投票価値の較差は、平成２７年国

勢調査の結果による人口の最大較差において１対１．９５６、本件選挙当日の選挙人

数の最大較差においても１対１．９７９に縮小され、選挙人数の最も少ない選挙区を

基準として較差が２倍以上となっている選挙区は存在しなくなったというのであ

る。 

このように、本件区割規定に係る改正を含む平成２８年改正法及び平成２９年改

正法による改正は、平成３２年に行われる国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改

定に当たり、各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ

方式により行うことによって、選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させ、その

状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で、同方式による定数配分がされ

るまでの較差是正の措置として、各都道府県の選挙区数の０増６減の措置を採ると

ともに選挙区割りの改定を行うことにより、上記のように選挙区間の人口等の最大

較差を縮小させたものであって、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、

選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価することが

できる。 

もっとも、本件選挙においては、平成２４年改正法及び平成２８年改正法により選

挙区数が減少した県以外の都道府県について、１人別枠方式を含む旧区割基準に基

づいて配分された定数に変更はなく、その中には、アダムズ方式による定数配分が行

われた場合に異なる定数が配分されることとなる都道府県が含まれている。しかし、

前記２（４）から（７）までのとおり、平成２４年改正法から平成２９年改正法まで

の立法措置によって、旧区画審設置法３条２項が削除されたほか、１人別枠方式の下
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において配分された定数のうち議員１人当たりの人口の少ない合計１１県の定数を

それぞれ１減ずる内容の定数配分の見直しや、選挙区間の投票価値の較差を縮小す

るための選挙区割りの改定が順次行われたことにより、本件選挙当日における選挙

区間の選挙人数の最大較差が上記のとおり縮小したものである。加えて、本件選挙が

施行された時点において、平成３２年以降１０年ごとに行われる国勢調査の結果に

基づく各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって１人別枠方

式の下における定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられていたもの

である。このような立法措置の内容やその結果縮小した較差の状況を考慮すると、本

件選挙において、１人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数とアダ

ムズ方式により各都道府県の定数配分をした場合に配分されることとなる定数を異

にする都道府県が存在していることをもって、本件選挙区割りが憲法の投票価値の

平等の要求に反するものとなるということはできない。 

以上の事情を総合的に考慮すれば、本件区割規定は、投票価値の平等の要請にかな

う立法的措置を講ずることを求めた平成２３年大法廷判決以降の各大法廷判決の趣

旨に沿って較差の是正を図ったものであり、投票価値の平等を最も重要かつ基本的

な基準としつつ、新たな定数配分の方式をどの時点から議員定数の配分に反映させ

るかという点も含めて、国会において考慮することができる諸要素を踏まえた上で

定められたものということができ、本件選挙当時においては、新区画審設置法３条１

項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができる。そうする

と、平成２８年改正法及び平成２９年改正法による選挙区割りの改定等は、国会の裁

量権の行使として合理性を有するというべきであり、平成２７年大法廷判決が平成

２６年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反す

る状態は、平成２９年改正法による改正後の平成２８年改正法によって解消された

ものと評価することができる。 

（３）したがって、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲

法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規

定が憲法１４条１項等に違反するものということはできない。 

 なお、論旨は、本件選挙が憲法の保障する１人１票の原則による人口比例選挙に反

して無効であるなどというが、所論に理由のないことは以上に述べたところから明

らかである。また、前記３（１）と同様の判断枠組みを示した上で本件選挙区割りの

憲法適合性を判断するなどした原判決について、上告理由としての理由の不備、食違

いがあるということもできない。 

４ 以上の次第であるから、本件区割規定が本件選挙当時憲法に違反していたという

ことはできないとした原審の判断は、是認することができる。論旨はいずれも採用す

ることができない。」 


